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自動車運送事業関連手続きのオンライン申請が拡充します！ 

～いつでもどこからでも申請可能に～ 

 

１．対象手続きと利用開始時期 

自動車運送事業関連の申請･届出等は、従来、窓口や郵送等で実施してきましたが、一

部の手続き（65 手続き）については、令和７年９月から順次オンライン申請を開始して

います。今般、令和８年４月１日より、新たに 75 手続きについて申請受付を開始し合計

140 手続きについてオンライン申請の運用を開始することとしております。（別紙参照） 

 

今回追加となる主な対象手続きは、別紙のとおりとなりますが、具体的な対象手続きに

ついては、以下ウェブサイト内における「オンライン申請対象手続一覧（自動車運送事業

関連手続）」をご確認ください。 

 

■国土交通省 物流･自動車局ウェブサイト 

e-Gov オンライン申請（自動車運送事業・自動車整備事業関連手続き） 

URL: https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000132.html 

 

２．その他 

上記ウェブサイト内には、オンライン申請業務マニュアルや、国交省が実施したオンラ

イン申請に係る説明会の動画等を掲載しておりますので、あわせてご活用下さい。 

＜問い合わせ先＞  

物流・自動車局  03-5253-8111（代表）→ 以下各内線 
ト ラ ッ ク関係：貨物流通事業課  平田、上田（内線 41333）、03-5253-8575（直通） 

バス･タクシー関係：旅客課  稲田、小谷（内線 41222）、03-5253-8569（直通） 

運行管理者等関係：安全政策課  森本、赤木、佐藤（内線 41623）、03-5253-8566（直通） 

整備管理者関係：自動車整備課  松井、坂本（内線 42413）、03-5253-8599（直通） 

政府全体の取組であるデジタル社会の実現に向けた重点計画等に基づき、自動車運

送事業分野の諸手続きについて、令和８年４月１日より、合計 140 手続きについて、

申請のオンライン化を実現します。 



ｅ-Ｇｏｖ（電子政府の総合窓口）によるオンライン申請の利用が可能となる自動車運送事業関連の手続きは、全体で１４０手続きです。
下図に記載のとおり、令和７年９月及び１２月からの一部手続きにおける運用開始を経て、令和８年４月より、オンライン申請の対象をさら
に拡大いたします。各段階において利用対象となる主な手続きを記載していますが、全体・詳細については、国土交通省ウェブサイト内の
「自動車運送事業（バス、タクシー、トラック）・レンタカー・自家用有償に関するオンライン申請」の「オンライン申請対象手続一覧（自動車運
送業関連手続き）」をご参照ください。

自動車運送事業におけるオンライン申請の概要

令和７年９月先行運用

貨物自動車運送事業の安全管理規程
の設定変更届出（一般貨物・特定貨物）

貨物軽自動車運送事業の経営の届出・
事業の届出事項の変更届出

一般乗合旅客自動車運送事業の許可
申請

一般乗合旅客自動車運送事業の事業
計画の変更認可・届出

一般旅客自動車運送事業（乗合・貸切・
乗用）の運送約款の設定・変更の認可
申請

整備管理者・運行管理者の選任等の届
出等

16手続

主な
手続

手続数

令和７年１２月利用開始

一般貨物・特定貨物、一般旅客自動車
運送事業（貸切・乗用）の許可申請

一般貨物・特定貨物、一般旅客自動車
運送事業の事業計画の変更認可申請・
届出

一般貨物・特定貨物事業の事業報告・
輸送実績報告の届出
事業の事故報告の届出
適性診断実施機関の認定・変更届出

運行管理者講習実施機関の年間報告

及び会計報告の届出 等

49手続
（令和7年9月利用開始分との合計で65手続）

令和８年４月１日利用開始

貨物自動車運送適正化事業実施機間に係る諸手続き
旅客自動車運送適正化事業実施機関に係る諸手続き

土砂等運搬大型自動車の表示番号の指定の申請･届出（ダ
ンプ法関連）
自家用自動車の有償運送の許可申請

自家用有償旅客運送の有効期間の更新登録、登録事項の
変更、輸送実績報告の届出

一般旅客自動車運送事業の事業報告・輸送実績報告及び
自家用自動車有償貸渡（レンタカー）事業の貸渡実績報告
書の届出
運行管理者資格者証の交付等の届出
運行管理者試験の指定機関・指定申請 等

75手続
（令和7年度利用開始分との合計で140手続）

トラック

バス タクシー
レンタカー

「自動車運送事業（バス、タク
シー、トラック）・レンタカー・自
家用有償に関するオンライン

申請」

別 紙


